
 

 

お客様各位 (ENGLISH FOLLOWS)                               2026/3/30 

パキスタン・イスラム共和国向け中古自動車「路上適格性検査」開始について 

この度、パキスタン・イスラム共和国（以下：パキスタン）基準局（Pakistan Standards & Quality Control Authority 
(PSQCA)）は、日本、英国、シンガポール、アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国からパキスタンに輸入される中古自動
車の輸出前検査を新たに義務付け、EAA 株式会社は、「路上使用適格性検査」の公認検査機関に指名されました。 

パキスタンに輸出されるするすべての中古車は、現地到着時に輸入規制を遵守するために EAA 適合証明書
（COC）が必要となります。（出荷書類が 2026 年 4 月 1 日の検査開始日より前に出荷されたことを証明する場合を
除きます） 

今後、パキスタンに輸出される中古自動車は EAA の路上適格性検査が必要になります。 

【輸入規制等】 
 ○年式規制は（初度登録から）5 年以下であること。売買目的でない自己輸入の場合は 3 年以下。 
 〇走行距離改ざん車は不可 
 ○日本から輸出される車両は放射線検査に合格しなければなりません 
 〇排気ガステストには必ず合格しなければなりません 
 ○その他の検査基準は基本的にウガンダ検査と同じです） 
 
【お申し込み手順】 

① 「ＥＡＡ輸出自動車検査申込書＜PAKISTAN 専用＞」に必要事項をご記入の上、 
輸出抹消のコピーを添付して弊社管理課までメールまたはＦＡＸをお願いします。 

② 折り返し、弊社書類課より請求書を発行しＦＡＸ致します。 

③ ご入金の確認、検査場所、入庫確認、検査日の確定などを 
電話や FAX 等で確認させて頂きます。 

④ 検査証明書は、お客様はご自身で E-Cert の発行が可能となります。 
 
【検査料金】 

検査料金は大型～小型～軽まで均一料金です。 

 検査料（一台につき）  ３３，６００円_ （税込） 
    政府管理手数料 16,000 円（不課税）込み 

 
【開始日】 
 2026 年 4 月 1 日（申込分より） 
 
【お問合せ先】 

 
EAA 管理課 TEL; 046-205-7611  FAX; 046-205-7610 

 
「エクセル」または「ＰＤＦ」ファイルの検査申込書は 2026 年 4 月 1 日より、下記からダウンロード出来ます。 
https://www.eaa-s.jp/booking-form/ 
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